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研究要旨： 

本研究分担班では、災害時要配慮者を支援対象としながらも、保健医療調整本部との接

点が薄かった［1］民間の多様な主体の連携に基づく支援体制や［2］福祉系専門職による

支援体制の実態を把握すると共に、従来の被災者支援制度の限界を補完する試みとして注

目されている［3］災害ケースマネジメント(DCM)の可能性と課題を検討した。調査は感染

症拡大防止の観点から、現地調査の一部をオンライン化したり、社会統計･支援活動記録等

の資料分析等の手法も導入して実施した。特に GIS による空間分析は DCM の諸側面を｢面

で｣把握することを可能にし、従前の備えや応急対応から復興支援への移行過程に必要な支

援に関する有用な知見が得られた。今後は［3］に関する調査結果等の再分析を通じて、被

害と支援需要に影響を与える要素を抽出し、事前の支援需要推計の検討につなぎたい。  
 
Ａ．研究目的 

災害時は、日常的に保健･医療･福祉サービ

スを受けている人達だけでなく、被災により、

または劣悪な環境の被災生活によって、新た

に要援護状態に陥る人たちが急増する。こう

した人達を発見し、支援につないでいくため

には、保健医療分野に限定せず、分野やセク

ターを超えた連携が必要になる。 
本研究分担班では､災害時に要援護状態に

陥る人達を支援対象としながらも、災害救助

法の枠組の外で構築されてきた（保健医療調

整本部との接点が薄かった）［1］民間の多様

な主体の連携に基づく支援体制や［2］福祉系

専門職の応援派遣体制の実態を把握するとと

もに、従来の被災者支援制度の限界を補完す

る試みとして近年注目されている［3］「災害

ケースマネジメント（DCM）」の考え方に基

づく被災者支援体制の可能性と課題を検討し、

中長期的な視点から、多様な主体の連携に基

づく効果的な被災者支援体制の在り方を明ら

かにすることを目指してきた。 
2019 年度に実施した研究課題［1］［2］に

関する調査では、関係機関からの情報収集や

質問紙調査を通じて、支援体制が構築されて

きた経緯とその全体像を把握することを試み

た。その結果、東日本大震災以降、官民が災

害情報を共有しながら被災者を支援する連携

体制が整えられてきたこと、また災害福祉支

援の分野では、多様な専門職が個別に応援派

遣体制を構築してきたこと等が把握されたが、

同時にこれらの活動や体制は、災害救助法の

枠の外で、要請ではなく支援団体独自の判断

に基づいて行われているケースが多く、保

健・医療分野の救援活動と十分な連携・調整

が取られていないことが課題として把握され

た。 

研究課題［3］では、専門家からの情報収集

および先行事例の調査を行った。その結果、
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DCM を実際に進めていくためには、①従前

の人口構成に基づく支援需要の推計と地域資

源を踏まえたニーズアセスメントを行ってお

くこと、②災害後は面的にニーズを把握する

こと、③世帯単位で支援内容を管理する手法

を確立させることなどが課題として把握され

た。 
2020 年度調査では、これらの課題を掘り下

げる形で、また調査の視点も、支援体制全体

の把握から市町村の被災現場に移し、被害の

実態・生じた支援需要・支援需要に対する対

応がどのように行われたのか、その一連のメ

カニズムとプロセスを明らかにすることを目

指した。またその際、被害や支援需要がどの

ように配置されているのかを地理空間上で把

握することも試みた（それぞれの調査概要は、

次節で述べる）。 
なお、2020 年度調査の多くは、市町村域を

対象に設定して実施したが、市町村レベルの

メカニズムを明らかにすることで、市町村支

援を行う都道府県域の保健医療支援体制づく

りに有用な知見を提供することも念頭におい

て実施した。 
 

Ｂ．研究方法 

2020 年度は Covid-19 の感染拡大の影響を

受け、現地調査の実施に大きな制約がかかっ

たため、当初の計画を一部変更し、オンライ

ン調査の手法を導入したり、社会統計・支援

活動記録等の二次資料分析の手法を導入する

などして、調査目的の達成に努めた。 
以下、今年度実施した３つの主要な調査事

例の概要と研究方法について述べる。 
 

１．大阪府北部地震における茨木市の災害脆

弱性と建物被害、支援需要の発生と対応状

況に関する地理空間分析（研究課題［1］） 
2018 年 6 月 18 日に発生した大阪府北部地

震では、最大震度が 6 弱であったため、大規

模な建物倒壊は生じなかった。しかし、屋根

瓦の損壊を中心とする一部損壊の被害は 5 万

件以上に達した。避難所は早期に解消された

が、一部損壊家屋への公的支援は薄く、在宅

避難者の支援需要の把握と対応が課題となっ

た。 
これらの課題に対し茨木市の社会福祉協議

会（社協）では、開設した災害ボランティア

センター（VC）において、屋根にブルーシー

トを張る技術を持つ NPO との連携体制を構

築し、潜在的ニーズを把握するローラー調査、

福祉専門職による生活実態調査の支援等も行

ってきた。また茨木市社協では、災害前から

概ね小学校区の範域ごとに担当者を置いて地

域福祉活動事業を実施しており、従前の地域

状況を踏まえた災害支援の調整も行っていた。 
当初は、自治会等の住民組織を対象に、専

門的技能を提供した NPO、社協の災害 VC、
住民組織が、被災現場でどのように連携しな

がら具体的なニーズに対応していたのかを把

握する訪問聴取調査を予定していた。しかし、

感染症拡大により現地調査が困難になったた

め、関係機関から被害や支援需要に関する記

録等の収集に力を入れ、これらの資料を中心

に分析を行った。 
具体的には、茨木市域全体の中で、①どん

な建物被害が・どこで発生していたのか、②

どのような支援需要がいつ・どの地域で・ど

のくらい発生していたのか、これらを把握す

ることと併せて、③こうした被害と支援需要

の発生に影響を与えると考えられる地域社会

の人口構造（高齢化率・単身世帯率・持ち家

率等）を災害脆弱性変数とし、①②の変数と

の関係を地理情報システム（GIS：Geographic 
Information System）により分析した。 

分析に使った資料の変数化と分析手続きは、

以下の通り。 
①建物被害データ：茨木市総務部危機管理課

の協力により「罹災台帳」から被災建物の

位置・築年数・構造等に関する情報の提供

を受けた。データの提供に際しては、茨木

市に利用目的・範囲等を記した依頼文書を
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提出し、許可を得た後、個人が特定できな

い形に処理してもらった上で、受け取った。 
②支援依頼に関するデータ：茨木市社協の協

力を得て災害 VC の支援依頼と支援活動の

記録から、支援依頼が出された年月日・住

所、支援依頼内容（a ブルーシート張り／b
屋内片づけ／c 屋外の廃棄物撤去／d その

他）、支援活動に必要人数などに関する情

報の提供を受けた（発災から約 5 か月間の

支援依頼 2,192 件分）。またデータの授受

に際しては、①同様の手続きを、茨木市社

協との間で交わした。 
③災害脆弱性の指標となる高齢化率・単身世

帯率等の変数：2015 年国勢調査の小地域集

計結果と 5 次メッシュデータ（250mMESH）

を用いて作成した。 
分析に際しては、①②は住所情報を緯度経

度情報に変換した後、統計処理（町丁目単位

の世帯数を母数とした被害率・支援需要率等）

を行い、③の災害脆弱性変数と共に、GIS を

使って空間統計分析を行った。 
 

２．令和 2 年 7 月豪雨災害・熊本県人吉市･

八代市坂本町における被災者生活実態調

査：「災害ケースマネジメント」につなぐ

アセスメント調査の可能性と課題 
（研究課題［2］［3］） 
2020 年 7 月 3～8 日、活発に活動する梅雨

前線が、西日本から東日本にかけて停滞し、

各地で記録的な大雨を降らせた。特に熊本

県南部・球磨川流域の人吉市・八代市では

10m 近い浸水が発生した。 
本調査では、他地域と比べて被害規模が

大きく、長期の避難生活が予想される人吉

市・八代市を対象に、生活再建支援施策の

立案や、地域支え合いセンターによる支援

活動に必要な基礎的データの収集を目的と

する被災者生活実態調査を行った。 
具体的には、人吉市と八代市からの委託

調査という形で、「災害ケースマネジメント」

の考え方に基づく世帯別の生活課題の把握と

それらの積み上げによって支援の総量を算出

するための調査票（表３：アセスメントシー

ト）を作成し、主に在宅避難者を対象にした

調査を実施した。また、実施に際しては、関

西大学社会安全学部研究倫理委員会の倫理審

査を受け「承認」の回答を得ていることも付

記しておく（審査番号：20-009）。 
ここで本調査が基づいている「災害ケース

マネジメント」の考え方と、この考え方に基

づく調査の方法について解説を行っておく。 
現行の被災者支援は、避難所への収容を中

心としており、支援内容も住家被害判定のみ

に基づいて決められているため、家屋被害が

ない「被災による生活状況の変化に伴う問題」

の解決につながり難いことが問題視されてき

た。「災害ケースマネジメント」は、こうし

た問題を乗り越える試みとして、東日本大震

災後、自治体と NPO が連携して、各種福祉サ

ービスと被災者支援を組み合わせ、個々の被

災者ニーズ（ケース）に対応した実践から生

まれた手法であり、近年、特に生活再建期の

支援方策として被災自治体に取り入れられる

ようになってきている。 
「災害ケースマネジメント」では、住戸の

再建状況を中心とした住まいの支援ニーズの

多寡と、健康や就業状況の変化など生活の支

援ニーズの多寡という２つの指標を設定し、

この２つを軸とする下の図１のような 4 象限 

図１：住まいの再建と生活再建の二軸で分類 

した災害ケースマネジメントの概念 
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（住まい・生活支援いずれも支援が必要/いず

れかの支援が必要/いずれの支援も不要）に、

調査対象世帯を分類することで、効率的かつ

抜け漏れのない世帯毎の支援計画づくりにつ

なげることをねらいとしている。 
本調査では、世帯単位の生活実態の把握を

通じて、生活再建期に必要な支援の総量を把

握することを目的としていたため（【資料 5】
参照）、被災者の生活課題が避難所等での「生

活の維持」から仮設住宅等での「生活の再建」

に移行する発災後 2～3 か月の時期（9/5-10/31
の期間の土日を中心とする 18 日間）に、ソー

シャルワークの知識等を有する調査員･サポ

ート調査員の協力を得て構造化面接調査の方

法で実施した。 
調査は、被災世帯からの申請のみでは把握

できない世帯のニーズを把握するため、方法

論として「アウトリーチ」で行うことが求め

られるが、感染症拡大の影響を受け、調査員

の確保や訪問調査に限界があったため、オン

ライン入力などの方法も併用して実施した。 

調査の対象と方法、調査票（アセスメント

シート）の主な内容を表１と２に示す。 

 
表１：調査の対象と方法 
調査対象 ･人吉市：8 月末時点の罹災証明

半壊以上の世帯 2,190 世帯(*1) 
（人吉市人口：4,388 人） 
･八代市坂本町：当該地区の全

世帯 1,505 世帯(*2) 
（八代市人口：3,202 人） 
 

調査方法 
 

（右記①②

③の方法

で実施） 

 

 

①調査対象者本人が, タブレッ

ト等の端末から質問紙と同

一の入力フォームを経由し

て電磁機的記録により記入 
②必要に応じて, 調査員がフォ

ームへの入力を支援 
③調査員が訪問し, 質問紙を使

って面接調査を行った後, 電
磁機的記録により記録 

（*1）調査実施過程で変更が加わった。詳細は調査

結果（C の 2.）を参照 

（*2）世帯･人口は 2015 年国勢調査より 

表 2：調査票（アセスメントシート）の内容 
1． 
世帯情報 

住所,世帯構成,要援護情報（介

護,障害,子ども,外国人等） 
2． 
家屋情報 

家屋種・築年数,被災状況,り災

証明,今後の意向 
3． 
避難情報 

避難時期,方法,避難先,今後の見

通し 
4． 
健康情報 

被災前,発災直後,現在,通院・介

護ケアの状況,今後の方針 
5． 
生活情報 

収入,移動,買い物,通勤・通学,食
事 

6． 
支援情報 

情報入手方法,支援履歴,相談相

手,不安,今後の見通し 
 

３．鳥取県中部地震における鳥取県版「災害

ケースマネジメント」事業の検証に向けた

調査：条例に基づく支援制度を利用した生

活再建プロセスの把握（研究課題［3］） 
2016 年 10 月 21 日に発生した鳥取県中部地

震は、最大震度が 6 弱であり、15,000 件以上

の一部損壊の家屋被害が発生した。鳥取県は、

2000 年の鳥取県西部地震後に創設した住宅

再建支援に関する条例を適用し、一部損壊で

も修繕費用を支給することを決定した。さら

に鳥取県は、地震から 2 年後に、防災と危機

管理に関する条例に生活復興事業を推進する

体制を整備することを追加した。これにより、

家屋の改修だけでなく、生活・福祉に関わる

問題にもワンストップで被災者に対応する体

制が整えられることになり、全国で初めて「災

害ケースマネジメント（DCM）」が条例化さ

れた事例となった（【資料 8】参照）。 
本調査は、この鳥取県版 DCM の運営を鳥

取県から受託している（公財）とっとり県民

活動活性化センター・震災復興活動支援セン

ター（以下センター）からの依頼を受ける形

で、DCM の検証事業（5 年を迎える 2022 年

に実施予定）の準備作業として実施した。 
まず、支援活動記録（「生活復興プラン」

等）に基づいて、全支援対象 140 世帯の属性・

支援内容を分類・整理し、その結果の一部を

地理空間上で可視化した。また支援対象世帯

を前述の図１の概念図に基づいて４つに類型
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化し、各類型の中で典型的な事例を抽出して

受けた支援に関する聴取調査を行った。 
但し、感染症拡大の影響を受け、鳥取県に

移動して訪問調査を行うことが難しくなった

ため、支援活動記録を利用した二次資料分析

を中心に据えて行った。また、DCM 利用者

への訪問調査も、調査票をセンター職員に託

けて実施してもらい、許可が得られた世帯に

おいて、オンラインで参加させてもらった。 
なお、本調査は、震災復興活動支援センタ

ーと共同で実施し、分担研究班はデータの分

析を主に担当した。データの利用に際しては、

センターに利用目的・範囲等を記した依頼文

書を提出し、許可を得た後、個人が特定でき

ない形に処理をしてもらった上で、受け取っ

た。分析に用いた主なデータとその分析の手

続きは、次の通りである。 
①支援活動記録を使った地理空間分析： 
・センター職員に「生活復興プラン」等の支

援活動記録に基づいて、全支援対象 140 世

帯の属性情報（世帯員数・世帯員の年齢・

建物被害の状況・支援に至った経緯・支援

内容等）をカテゴリカルデータに分類し、

さらに個人を特定できないように処理をし

た（氏名を削除して ID を付した）データ

を Excel に入力してもらった。 
・他の災害事例との比較を可能にするために

前述の２．の調査で掲示した図１（災害ケ

ースマネジメントに基づく世帯分類）と同

じ枠組を使って、センター職員に、支援内

容/支援コストの観点から、支援対象 140 世

帯を 4 段階で評価してもらい、その結果を

4 象限に分類した（【資料 12】参照）。 
・これら対象世帯の諸属性や支援/コストの評

価結果などの変数を、GIS を使って空間統

計分析を行った。 
②復興支援過程の分析： 
・上記①で、支援内容/コストの観点から４つ

に分類した世帯類型の中で、比較的支援コ

ストが高かった２つの類型から、典型的な

事例を抽出し、その中で調査への協力を承

諾してくれた数世帯に対して、「いつ・ど

のような支援を受け・その結果どうなった

のか」という事実関係と、それらの支援に

対する主観的な評価について聴取した。 
・聴取調査に際しては、事前に支援活動記録

等に基づいて世帯の生活再建過程に関する

「事実関係年表」（被災→生活問題の発生

→把握→（方針決定/連携）→支援実施→結

果）を作成し、これに沿って、前述の質問

内容を聴取して「ヒアリング記録」を作成

した。併せて、事実関係年表に「主観的評

価」情報を加筆し、これら支援-受援主体の

行動と主観的評価を時間軸に沿って整理し、

分析を行った（【資料 13,14】参照）。 
 
Ｃ．結果と考察 
１．大阪府北部地震における茨木市調査 

本調査では、既往研究ではデータの制約等

により、入手が困難であった建物被害や支援

依頼内容などの「個別の状況」に関する情報

を関係機関から提供してもらえたため、これ

らの位置情報をもとに，GIS による空間統計

機能を用いて人口構造からみた災害脆弱性と

併せて検討を行った。 
まず、それぞれの集計結果の概要を記す。 
建物被害を新･旧耐震基準別に「被害程度」

と「主体構造」に集計した結果、被害程度が

「一部損壊」建物については、新･旧耐震基準

においてはほぼ同じ割合であったが、「半壊」

建物は、旧耐震基準では 86 棟（90.5%）に

対し，新耐震基準では 8 棟（8.5%）と明確

な差がみられた。また主体構造別では，木造

（W 造）の旧耐震基準の被災割合が 59.7%と

新耐震基準を大きく上回っていることが分か

った（【資料 1,2】参照）。 
被災者からの支援依頼内容については、発

災から週単位で対応内容別の件数を集計した。

その結果、発災直後から３週間は、降雨によ

る屋根からの雨漏を防ぐため「ブルーシ ー
ト」の対応が集中しているほか「屋内片付等

支援」の割合が高くなっている。発災から 12
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週目の９月初旬で再び「ブルーシート」の対

応が突出しているのは、 関西地方に記録的な

豪雨をもたらした「平成 30 年台風第 21 号」

の影響によるものであると考えられる。 
災害ボランティアの対応種別による地域的

偏在は少なく、市内全域において「ブルーシ

ート張り」「屋内片付等支援」 が行われた 

（【資料 3】参照）。 
本調査では、災害対応のニーズ （対応種別）

が発生した地域的特徴を検討する観点から、

高齢化率との重ね合わせを行ったうえで空間

統計を実施し、高齢化率別に災害ボランティ

ア対応の内容の集計を行った。【資料 4】に

示す同結果からは、高齢化率の高い地域にお

いてニーズが発出していることが示された。

また、単身世帯割合と対応種別の内容におい

ても高齢化率と同様に一定程のニーズが出て

おり、単身世帯割合が増加する傾向にある近

年の人口・世帯動向を勘案した際に、「声を

上げられない被災者」 が見過ごされないため

の方策を併せて検討していくことが求められ

そうである。 

本調査では、人口構造からみた災害脆弱性

を中心に検討を行ったが、一部では脆弱性が

高い反面、支援需要（支援依頼件数）が少な

い地域もあった。この背景には地域福祉活動

を背景とした自主的な対応が実施されるなど、

平時から地域内で強い互助的関係があったこ

とが推察される。 

今年度は感染症拡大の影響を受け、地域調

査が実施できなかったが、来年度はこれらの

地域福祉活動など災害からの「回復力」に影

響を与える要素について、地域調査を通じて

把握し、被害と支援需要、災害脆弱性と回復

力に関する総合的な評価を行い、多様な主体

の連携に基づく、支援活動・支援体制の検討

につなぎたい。 
 

２．令和 2 年 7 月豪雨における人吉市･八代

市坂本町における被災者生活実態調査 

 人吉市、八代市坂本町における被災者生活実

態調査結果の概要は、次の通りである。  

人吉市は、とくに被害が大きい地区（合計

3,335 世帯）を中心に、市役所から提供された

半壊世帯のリストになかった世帯も含めて訪

問した（3,335 世帯）。のべ調査員数は 145 名、

有効回答数は 629 件（回収率 18.9％）であった。

被災世帯数が非常に多く、回収率が低かった

ことを考慮する必要があるが、調査回答の罹

災証明の内訳について確認したところ、実際

に発行されている罹災証明の内訳比率と、ほ

ぼ一致していた。 
八代市は、旧坂本町の全ての地区住民

（1,607 世帯）を対象に訪問調査を実施、の

べ調査員数 201 名、有効回答数は 926 件 （回

収率 57.7％）であった。 
この調査結果を、世帯単位の被害状況を位

置情報から地図上で可視化すると共に、「災

害ケースマネジント」の考え方に基づく世帯

分類の枠組み（前掲の図１参照）に当てはめ

て分類し、評価（生活再建に必要な支援総量

を推計）した。 
 【資料 6】に、人吉市の被災地域全体の評

価結果を示す。浸水高や地域が同じであって

も、世帯構成や自営の店舗の被災など生活状

況によって、生活再建や住まいの再建の見通

しに差が出ている（プロットの色が混在して

いる）傾向が読み取れる。また、自宅に被害

があっても、再建見通しが立っている世帯が

存在する一方、自宅被害が少ないため各種支

援対象になり難く、再建見通しが立ち難い世

帯も存在していることが分かる。 
これらの結果を見ると、世帯毎の支援に加

え、コミュニティ形成など、面的なまちづく

りへの支援が必要であることが示唆される。 
 【資料 7】に、八代市の被災地既全体の評

価結果を示す。ここから、住まいの再建支援

が必要な世帯の割合が低く、日常生活支援が

必要な世帯が非常に多い傾向が読み取れる。

また、これを地図上で確認すると、住宅再建

支援が必要な世帯は、川沿いの浸水した地区
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に集中しており、浸水地区から離れた山間に

日常生活支援を要する世帯が存在しているこ

とが分かる。 
八代市は、生活インフラが集中していた地

区が被災し、病院や商店、道路などのインフ

ラに大きな被害があったため、直接被災して

いない世帯も、移動を伴う買い物や通院、通

学などに困る世帯があり、生活を営むうえで、

当面の移動支援が必要であることが伺える。 
表３は、被災者生活実態調査を、生活再建

支援の視点から時間軸で整理した結果である。 
 
表３：人吉市･八代市の生活再建過程 
時期 状況 
7/4 球磨川氾濫 
7/11 避難者数最大 

→避難所運営、インフラ復旧、各種

支援制度の運用、災害 VC の活

動、仮設住宅の建設など各種被災

者支援実施 
10/末 地域支え合いセンター開設 

→生活再建支援に移行。 
仮設団地、みなし仮設、在宅避難

者などの被災世帯を対象とした

支援活動（推計世帯数：みなし

2,000 世帯、在宅 550 世帯）。 
→但し、この時点で、支援を要する

被災者が誰で何処にいるのかが

全て把握されていない。 
 
以前から「地域支え合いセンター」を開設

する段階で、支援を要する被災者が誰で何処

にいるのかを把握することが困難という課題

が指摘されてきたが、センターが開設される

前に、被災者生活実態調査を行うことで、地

域全体の状況や必要となる支援の総量を予測

するとともに、地域支え合いセンターの支援

対象世帯確定のサポートや巡回計画等の活動

基礎資料を提供し、より速やかな生活再建支

援の開始につなげられる可能性があるといえ

る。 

また、本調査対象は、感染症拡大下の災害

事例であり、避難行動から集団避難生活の運

営を経て生活再建に移行する一連の過程にお

いて、常に感染症対策が課題となった。本調

査自体も、感染症に対する最大限の配慮をし

ながら行うことになった。この点について最

後に述べておきたい。 

市の全域で避難指示が出された人吉市では、

多くの市民が避難していたが、避難しなかっ

た理由を問う質問において、Covid-19 の感染

リスクを理由にしたケースは 2 件しかなかっ

たことは特筆しておきたい。 

図２は、人吉市における住家被害別に当面

の居所（避難先）を見た結果である。これを

見ると、全壊と判定されても 4 割以上が在宅

で避難生活を送っており、全体的に在宅避難

世帯の多さが目立つ。 

図２：人吉市・住家被害別にみた避難先 

（当面の居所） 

 

先述の通り、Covid-19 の感染を理由に避難

所に行かなかった世帯が少なかったという事

実（今回、在宅避難世帯が多い理由は、感染

症の影響だけではない）に加え、過去の被災

者生活実態調査結果からも、在宅避難世帯は

多い傾向が把握されていたことも、指摘して

おきたい。 

感染症拡大の影響は、現地での訪問調査に

も大きな影響を与えた。これまでの被災者生

活実態調査では、被災地外から社会福祉士等

の福祉専門職を募集して、 短期間で多くの世

帯を訪問し、必要な情報を収集してきた。し
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かし、今回の調査では、被災世帯を直接訪問

する調査員を熊本県内在住者に限定せざるを

得なかった。災害 VC の募集も県内在住者に

限定されたため、被災者支援に臨む各方面で

人員不足が生じた。本調査も、当初予定して

いた期間を大幅に延長して実施することにな

った。調査期間が長期化すれば、初期に訪問

した世帯と後で訪問する世帯の間にタイムラ

グが生じ、調査結果の扱いに留意が必要とな

る。従って、可能な限り短期間で調査が完了

できるよう調査方法を工夫する必要があるこ

とも指摘しておきたい。 
 

３．鳥取県中部地震における生活復興事業の

検証調査 

鳥取県中部地震の影響を受けた１市４町に

おける 2015 年時点の合計世帯数は 37,004 世

帯であった。罹災証明発行数は 15,974 件であ

ったため、DCM の対象世帯数 140 件は、被

災市町内の世帯総数の 0.4％、罹災証明発行

件数の１％弱に相当する（【資料 9】参照）。 
この 140 ケースの属性を分析した結果、全

体の約 2/3 程度が高齢者世帯であると想定

（不明も多いため）され、高齢者世帯が高い

割合を占めていることが伺える。 
次に「支援に至った経緯」では、センター

によるアウトリーチで把握されたケースが多

いこと、またその割合も自治体によって差が

あることに注目したい（DCM にあまり積極

的・協力的でなかった自治体からは報告が殆

どなく、センター職員の訪問により把握され

ている） 
【資料 12】は、DCM に基づいた世帯分類

（前述の図１）を念頭に、縦軸に住居に対し

て行った支援（負担）、横軸に生活全般に対

して行った支援（負担）を、それぞれ 4 段階

で評価した結果に基づいて分類し、さらにそ

の中で典型的な支援パターンとして以下の４

つのグループ（G）を抽出した。 
・G1：一二度訪問した程度で、情報提供。業

者斡旋などの情報支援で自律 

・G2 は、金銭的な困り事。専門職と訪問相談

して、自力で屋根を修繕 
・G3 は、経済的な困窮。補助金制度を活用し

て屋根の修繕 
・G4 は、福祉課や社協と共に生活相談しなが

ら、補助金制度も使って再建支援した 
ここから、全支援対象 140 世帯の中の多く

は、情報提供や関係機関の紹介で、自力再建

を果たしていることが伺える。 
さらに、多くの支援を必要としていた G3・

G4 に分類された世帯の中から、特に密度の濃

い支援を受けていた事例を抽出して、より詳

細な生活再建過程分析を行った。 
【資料 13】は、密度の濃い支援を行った事

例Aの生活再建過程を概括的に示したもので

ある。以下、この資料 13 に基づいて、世帯の

状況・被害状況・支援内容の概要を記す。 
世帯構成は、4 人の母子世帯。孫が生まれ

て 5 人になった。地震後に県外から借家に引

っ越してきた。 

被災状況は、雨漏りによるカビの発生、お

よびそれらの被害の拡大である。借家を契約

した後で問題に気が付いたが、移住者のため

周囲に相談し難く、自力でブルーシートをか

けていた。 

こうした問題に対するセンターの主な支援

は、①最初の社協との訪問後、必要に応じて

随時面談を行い、②非営利の支援団体を紹介

し、屋根の簡易修繕を行ってもらった。また、

③大家との家賃交渉の支援（母子家庭で家賃

支払いが苦しい状況を大家の間に入って説

明）や、④生活課題を整理し、家の借り換え

については宅地建物相談を、医療保険の受取

りについてはファイナンシャルプランナー等

の専門家につなげるなどの支援も行った。 

事例 A は、生活再建の途上で、県外への移

転を一時計画していたが、最終的には鳥取県

に住み続けることを選択した。その選択の背

景には、多様な支援の存在があったこと、ま

た、センター職員による助言・情報提供等に
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より、自分で公的機関を利用して問題解決で

きる能力が身に付いたこと等を挙げていた。 
 以上、支援対象 140 世帯全体の評価と、個

別の事例分析を行った結果から、鳥取県版の

DCM の可能性と課題として、次の 2 点を指

摘しておきたい。 
一点目は、居住支援の重要性である。DCM

は、もともと被災者支援の内容が、家屋被害

のみに基づいて行われることの限界を補完す

る支援手法として始まったが、今回の事例で

は、建物被害が中長期的に生活や健康に大き

な影響を与えることが確認された。DCM の

運営母体となる震災復興活動支援センターで

は、住宅の簡易修繕の補助事業を中心としな

がらも、生活の多岐に亘る困り事に対応して

いたが、その内容を見てしいくと、住まいと

暮らし（安心と健康）が密接に関わっている

ことが伺える。 

住まいは、安全な建物であるというだけで

なく、安心できるくらしの場として重要な役

割を果たしている。仕事・学校・医療など、

くらしに必要なもの得る拠点として、近隣と

の人間関係、地域コミュニティの中での役割

など、様々な要素が含まれおり、これらの機

能の維持という観点からも、支援内容を考え

る必要があることが改めて確認された。 

二点目は、地域特性･住民層に合わせた支援

の必要性である。今回の事例は、持家が多く

（対象世帯の 3/4 が持家）、都市部とは「家」

に対する考え方も異なっている。こうした地

域性にも配慮が必要である。 

今回、生活再建過程分析の対象事例として、

支援コストが高かったＧ3・Ｇ4 の中から数世

帯の事例分析を行ったが、これらの事例にお

いて世帯主は「自分の家に住み続けたい」「こ

の地域に住みたい」という強い意志を持って

おり、そのために必要な努力は自ら進んで行

っていた。物理的・経済的な依存度は高くて

も、精神的な自律度は高く「どんな支援をし

て欲しいのか」については、主体性を持って

支援者との関係を築けていた。この点は、都

市部で賃貸住宅に住み、会社に雇用されてい

る人が多い地域の住民とは異なっているかも

しれない。今後、この手法を他地域で実施し

ていく際は、こうした地域住民の特性の違い

なども念頭において支援を組み立てていく必

要があるだろう。 

 

４．今後の研究課題 

2020 年度調査では、基礎自治体（市町）の

範域で、一部、町丁目単位のコミュニティレ

ベルの分析も視野に入れた調査設計し、実施

してきた。以下、結果の考察を、今後の研究

課題にも触れながら述べておく。 
（１）調査方法の可能性と課題：オンライン

調査と二次資料分析 
2020 年度は、感染症拡大の影響を受け、現

地調査に大きな制約がかかった。そのため人

吉市・八代市での被災者生活実態調査では、

構造化面接調査の一部を、オンライン入力（自

記式/他記式）に代えて行った。鳥取県版 DCM
対象世帯への聴取調査でも、オンライン会議

システムを利用した調査を試みた。いずれも、

いくつか課題は残ったが、一定の成果を収め

ることができた。今後も当面の間は、感染症

拡大防止のため接触が制限される状態が続く

ことが予想されるため、オンライン調査の可

能性を拡げていくことも求められそうである。 
ただ、オンラインであっても、災害時の調

査は、調査者にとっても、また調査対象者に

とっても負担が大きい。他方、災害対応や支

援活動を行う機関には、支援対象者の情報や

記録が蓄積されていく。これらの資料・記録

を活用することで、調査コストを減らし、か

つ適切な実態把握や予測に必要な情報の収集

と分析が可能になる。 
今回の調査では、支援活動記録の一部を変

数化して空間分析につないだり、時間軸上に

整理するなどして、定性的な情報の可視化を

試みた。特に DCM の結果を地理空間上で把

握できると、支援活動に直接役立つ情報源に

なることが分かった。 
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今後は、二次資料分析を通じた実態把握と

対策検討への活用の可能性を広げるという観

点から、災害対応過程で作成する資料・支援

活動記録などの入力内容の標準化や、活用の

際の手続きを検討しておくことも有効である

かもしれない。 
（２）災害ケースマネジメントにつなぐアセ

スメント調査の可能性と課題 
災害救助法等に基づく被災者の認定および

支援策の提供は、 避難所等で作成された名簿

や、一定以上の家屋被害を受けた罹災証明書

交付世帯に限定されてきた。 

しかし、研究協力者ら（ダイバーシティ研

究所）がこれまで実施してきた被災者生活実

態調査では、家屋被害は軽微であっても、災

害により生活環境が大きく変化したり、 被災

前は要支援世帯ではなかったが同居する家族

が被災地外に移動したため単身世帯となって

しまう等、新たに支援が必要になる世帯が少

なからず存在していた。 

加えて、感染症拡大下では避難所での集団

避難生活が新たなリスクになるため、今後は

在宅避難・分散避難など指定避難所以外の場

所での避難生活を送る人が増えていくことが

予想される。自宅で生活を続ける世帯や、家

屋被害はないものの生活に支障を来している

世帯の実態を把握し、対応していく支援体制

を構築することが必要になってきていると言

える。 
避難所以外で生活する被災者の把握が困難

なことは知られているが、被災者に関する情

報は、行政各課や支援団体、ボランティアセ

ンター、自治会など、様々な組織が収集して

いる。実際、本調査を実施する過程で、上述

の様々な組織が被災者に関する多様な情報を

保有していることが明らかになり、また各主

体とも、他組織と連携して情報を集約する必

要があるという認識を持っていることも分か

った。しかし今回、発災後に自治体から調査

を受託し、関係組織間との情報連携を試みた

ところ、これを実現させることが、いかに困

難であるかが明らかになった。 

情報連携の仕組みは、事前に準備しておか

なければ実現可能性は低い。行政内の情報の

集約、ICT を活用した情報の収集、避難所等

でコンタクトする避難者や在宅避難者の情報

などから総合的な避難者集計データを作り、

様々な支援に繋げていくことを期待したい。 
2021 年度は、2020 年度に実施してきた「面

で把握する災害ケースマネジメント」で得ら

れた知見に基づき、さらに過去に実施してき

た被災者生活実態調査の蓄積を再分析する形

で、被害と支援需要に影響を与える要素を抽

出し、事前の支援需要推計の検討につなぎた

い。 
具体的には、鳥取県版DCMの支援実績や、

発災前の世帯の状況と被災状況の関係を詳し

く見ていくことで、災害に対する脆弱性と有

効な支援策、支援が必要になる環境条件や発

生率などの予測変数を出すことができるので

はないかと考えている。 
また、これまでにも、災害に対する（世帯

の）脆弱性は、年齢や介護認定、障害の有無

などが考えられてきたが、「古い木造住宅」

や、税等の減免、児童扶養手当、生活保護の

受給など金銭的困窮に繫がっているかどうか

なども、脆弱性の一つとして考えられる。 

その結果を、情報集約の仕組みや、被災者

生活実態調査の調査票や分析指標に反映させ

ることで、地域全体の状況や支援の総量、個

別の支援計画素案をアウトプットできる可能

性についても検討していきたい。 

 
D．結論 
１．災害対応のマルチセクター化に向けた情

報連携 
東日本大震災以降、災害対応の「マルチセ

クター化」が進められてきた。とくに民間組

織で、被災地支援を行う体制を創設する動き

が活発になり、災害が発生すると、被災地か

らの要請に基づかない支援活動が、現地で多
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数展開されるようになった。こうした支援に

対する「受援」や連携調整が新たな課題にな

っており、実際、災害後に組織間・セクター

間の連携調整を支援する体制が構築されつつ

あること（2019 年度調査）を見てきたが、こ

うした多様な主体による支援を被災地の支援

需要に有効に生かしていくためには、被災の

実態を把握・共有し、状況認識の統一を図っ

ていくことが必要になる。そして、そのため

の情報連携の仕組みは先述の通り、事前に準

備しておかなければ実現可能性は低い。困難

ではあるが、総合的な避難者集計データを作

り、様々な支援に繋げていくことを検討して

いくことが求められている。 

 

２．災害対応のフェーズフリー化に対応した

制度の拡充と適切な支援需要推計 
東日本大震災後に顕著になった災害対応課

題として、従来の災害関係法制に基づく被災

地・被災者支援枠組みの限界が挙げられる。

近年の災害の激甚化・多発化は、災害対応・

応急復旧・復興に、より多くの資源を必要と

する傾向を生み出しており、被災自治体の負

担を増やす一方、被災者の生活再建に要する

時間の延長にもつながっている。 
本研究で取り上げてきた「災害ケースマネ

ジメント」は、こうした課題に対して災害関

係法制の枠組みを超えて社会資源を活用する

試みでもあり、災害対応の「マルチセクター

化」に加えて、「フェーズフリー化」の試み

でもある。 
2020 年度は、家屋被害をベースにして公的

支援が設計されていることの限界を乗り越え

るために「フェーズフリー化」の対応（につ

なぐこと）を試みた事例として、①公的支援

から漏れる被災者への支援制度の運営事例の

分析（発災から 4 年目）と、②水害被災地に

おける被災者実態調査（発災から 2 か月目）

を実施し、①では具体的な支援需要に対する

対応実績の把握、②では、生活再建過程にお

ける支援需要の推計を試みた。 

いずれも再調査・再分析の途上であるが、

①の結果からは、生活の拠点の安定性が心身

の健康に大きな影響を与えている事実が多く

見られた。今後さらに支援需要に対する支援

実績の関係の分析を進め、両者の関係性をも

う少し明らかにしていくことを目指したい。

また、災害関係法制以外で、災害後の居住の

安定性に活用できる社会資源開発の可能性に

ついての検討も必要かもしれない。 
②および先行調査の結果からは、災害に対

する（世帯の）脆弱性に影響を与える変数と

して、新たに住まいの状態（老朽化・木造）

や税等の減免の有無等といった変数が浮上し

てきた。こうした新たな脆弱性変数と、実際

の被害に関する変数（ライフラインの復旧状

況）の関係性を検討することで、より適切な

支援需要推計につながる可能性も見えてきた。

今後は、こうした可能性を検討し、支援需要

パターンの類型化なども視野に入れて研究を

進めていきたい。 
  

Ｅ．研究発表 

１．論文発表 
 特になし 
 
２．学会発表 
・菅磨志保「災害時における多様な主体の連

携に基づく対応体制の経緯と課題」第 93
回日本社会学会大会（一般研究報告:災害 3）
遠隔大会、2020 年 11 月 1 日． 

・山本千恵・田村太郎・菅磨志保「災害ケー

スマネジメントにつなげる被災者生活実態

調査の現状と課題」日本災害復興学会 2020 
年度遠隔大会（予稿集：pp.17-20）、2020
年 12 月 20 日． 

・坪井塑太郎・菅磨志保「大阪府北部地震に

おける建物被害と被災者支援状況に関する

研究―大阪府茨木市を事例として」日本災

害復興学会 2020 年度遠隔大会（予稿集：

pp.61-64）、2020 年 12 月 20 日． 
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・山本千恵・田村太郎・菅磨志保「『災害ケ

ースマネジメント』に向けた被災者実態調

査の可能性と課題―令和 2 年 7 月豪雨に

おける人吉市・八代市の調査事例より」第

7 回震災問題研究交流会（社会学系 4 学会

連合、遠隔大会）、2021 年 3 月 19 日． 
・菅磨志保・白鳥幸太・内田加代子・坪井塑

太郎ほか｢『災害ケースマネジメント』に基

づく被災者支援の可能性と課題―2016 年
鳥取県中部地震における 4 年間の実践事

例の分析より」第 7 回震災問題研究交流会

（社会学系 4 学会連合、遠隔大会）、2021
年 3 月 19 日． 

 
Ｆ．知的財産権の出願・登録状況 

１．特許取得 
特になし 
 

２．実用新案登録 
特になし 
 

３．その他 
特になし 
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産学民官の連携に関する調査の概要（2019-2020）

厚生労働科学研究「災害発生時の分野横断的かつ長期的なマネジメント体制構築に資する研究」
2020/09/27 中間報告資料

担当：関西大学 菅磨志保

【概 要】 災害現場では､被災によって新たに要援護の状態に陥る人たちが一気に増大する。本研究班では､こうした災害後の福祉的支援需要
への対応として、保健・医療分野の活動と内容や対象は重なるものの、接点が薄かったNPO･NGOや福祉専門職による支援活動体制づくりに注
目し、その概観を把握すると共に､これらによる組織間・セクター間の連携・協働がどのように行われてきたのか、また応急対応期だけでなく、災害前、
復旧･復興期における要援護者支援の連続性を維持する試み（災害ケースマネジメント等）について、関係団体・機関・被災現場での観察聴
取、活動記録の収集・分析、質問紙調査などを実施し､これらのメカニズムとプロセスを明らかにすることを目指す。

【2019年度】 概観の把握

（1）セクター間(官民)連携体制の把握:
・一般の被災者支援の枠組の中で行われ
てきた多様な主体による連携体制づくり
の経緯と現状の把握

・JVOAD/内閣府/全社協への聴取、
（大阪府北部地震の事例分析）

（2）福祉専門職による連携体制の把握:
・JVOADを通じた関係団体への聴取、
質問紙調査の実施

（3）｢災害ケースマネジメント」事例検討:
・福祉と防災の連携に基づく被災者支
援体制の連続性を維持する試み

・鳥取県（全国で初めてDCM条例化）
訪問聴取

【2020年度】 質問紙調査・活動記録の分析

（1）多様な主体の連携に基づく支援活動
・大阪府北部地震における支援活動分析
└ｵｰﾌﾟﾝﾃﾞｰﾀ+被害ﾃﾞｰﾀ+活動実績ﾃﾞｰﾀ
→GISにより脆弱性・対応力などを可視化

（2）被災者の生活再建支援のための
実態把握（次頁参照）

・感染症拡大防止の特別な配慮が求められる
中､避難のあり方も大きく変化。分散避難/在
宅避難の実態を把握すると共に、生活再建
支援に必要な基礎的データを収集・分析

（3）｢災害ケースマネジメント｣事例検討
・鳥取県中部地震の5年検証に向けた準備
└制度利用者のライフヒストリー調査
└鳥取県下19市町村調査の準備

https://kumamoto2020.glideapp.io

【質問紙】自記式+自記支援+訪問聴取
・「日常生活の自立性の確保」
・「住まいと再建の実現可能性」
①世帯情報､②家屋状況､③避難行動
④健康福祉､⑤生活状況､⑥今後の見
通し､⑦心配･不安

（出所）内閣府(2018.3)「防災における行政のNPO・ボランティアとの連携・協働ガイドブック」

調査(1)［参考］多様な主体の連携に基づく災害支援体制の概念図
と茨木市の事例調査における対象主体の範囲（---）
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住家
被害
A

災害
脆弱性
B

災害VCへ
の支援依頼

D

3

地域福祉
活動状況
C

• 高齢化率
• 単身世帯割合
• 持ち家率

(町丁目で集計)

茨木市危機管理室
提供

茨木市社会福祉協議会提
供

• 地域福祉活動実
績と評価(小学校
区単位)

• 社協職員への聴取
調査

［参考］大阪北部地震における茨木市の事例調査
資料分析：対象データとデータの変数化

• 位置情報
• 被害程度
• 耐震基準
• 主体構造

国勢調査
（2015年）

• 支援の位置情報
• 支援内容と対応日
(町丁目で集計)

調査(1)

（作成）関西大学・菅研究室

【資料１】 大阪府北部地震における茨木市の建物被害

新・旧耐震基準別の被害程度・主体構造

不明 合計

棟数 割合 棟数 割合 棟数 棟数

一部損壊 7,334 55.1% 5,852 43.9% 133 13,319
全壊 3 100.0% 0 0.0% 0 3
半壊 86 90.5% 8 8.4% 1 95

コンクリートブロック 12 100.0% 0 0.0% 0 12
軽量鉄骨造 105 18.9% 452 81.1% 0 557
鉄筋コンクリ（RC造） 174 38.2% 281 61.8% 0 455
鉄骨造（S造） 202 25.5% 591 74.5% 0 793
鉄骨鉄筋造（SRC造） 6 54.5% 5 45.5% 0 11
木造（W造） 6,924 59.7% 4,531 39.1% 134 11,589

主体
構造

項目
旧耐震基準 新耐震基準

被害
程度

調査(1)

（作成）茨木市提供資料より、坪井塑太郎
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【資料２】 大阪府北部地震における茨木市の事例調査：空間分析結果
耐震基準（左）と主体構造（右）の被災建物分布

（作成）茨木市提供資料より、坪井塑太郎

調査(1)

【資料３】 大阪府北部地震後･週単位のボランティア支援依頼内容内訳 調査(1)

0 100 200 300 400 500 600 700 800

第01週（0618_0624）
第02週（0625_0701)
第03週（0702_0708）
第04週（0709_0715）
第05週（0717_0720）
第06週（0723_0729）
第07週（0730_0805）
第08週（0806_0812）
第09週（0813_0819）
第10週（0820_0826）
第11週（0827_0902）
第12週（0903_0909）
第13週（0910_0916）
第14週（0917_0923）
第15週（0924_0930）
第16週（1001_1007）
第17週（1008_1014）
第18週（1015_1021）
第19週（1022_1028）
第20週（1029_1119）

ブルーシート 屋外清掃等支援 屋内片付等支援 その他支援

（作成）茨木市社会福祉協議会提供資料、国勢調査2015より、坪井塑太郎
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【資料４】 大阪府北部地震における茨木市の事例調査：空間分析結果
ボランティア・対応種別（左）高齢化率（右）

（作成）茨木市社会福祉協議会・茨木市提供資料より、坪井塑太郎

調査(1)

調査(2)
［参考］令和2年7月豪雨における被災者生活実態調査の概要

（作成）ダイバーシティ研究所
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［参考］災害ケースマネジメントの世帯分類と基本的な支援方針

情報提供

l 戸別訪問
l 健康支援
l 見守り・生活相談
l 福祉サービス

l 戸別訪問
l 就労支援

l 状況確認

l 戸別訪問
l 健康支援
l 見守り・生活相談
l 福祉サービス

住まいの再建支援世帯

生活再建可能世帯日常生活支援世帯

l 住宅再建支援l 住宅提供支援

• 民間賃貸住宅入居支援• 住宅相談
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ま
れ
る
世
帯

継
続
的
な
支
援
が
無
け
れ
ば

生
活
の
維
持
が
難
し
い
世
帯

災
害
前
か
ら
要
支
援
世
帯

災
害
に
よ
り
新
た
に
要
支
援
世
帯

• 家賃補助・バウチャー • 金融相談• 公営住宅• ケア付き復興住宅

日常生活・
住まいの再建支援世帯

• 不動産関係団体
• 金融機関等

• 自治体施策
• 弁護士・建築士等

• 社協
• NPO・企業等

• 地域包括

9

日
常
生
活
自
立
性

住まいの再建実現性

調査(2)

調査(3)

（作成）ダイバーシティ研究所

［参考］災害ケースマネジメントに基づく被災者生活実態調査

10

• 発災から2〜3ヶ月頃に実施
• 調査員が各世帯を訪問
• 災害ケースマネジメントに基づいた調査票を使用
• 回答結果を数値化し、世帯分類を判定
• 調査結果（個票）と集計結果を行政にお渡し

調査員：
福祉の専門知識を持つ方、調査経験者を含む二人一組
事前にガイダンスを実施

被災者生活実態調査（被災者アセスメント調査） 坂本町被災者アセスメント調査票 R3  シート番号：            □入力済 

 

記入者： 調査日時： 地区名：  

回答方法   〇訪問調査  〇調査会場  〇セルフアセスメント  〇その他（          ） 

対面での回答場所 
〇自宅   〇避難所（        ） 〇仮設（        ） 〇みなし仮設（       ）       

〇調査会場（         ）  〇その他（         ）  

回答者：  〇世帯主本人  〇同居する家族・親族  〇知人・友人  〇その他（             ） 

調査状況：  〇調査済み  〇不在   〇調査拒否   〇居住の有無不明  〇その他（          ） 

 

■調査の目的 

この調査は一般財団法人ダイバーシティ研究所が人吉市からの依頼を受けて、令和２年７月豪雨で被害にあわれた

皆さまの生活状況等をお聞きし、今後の復旧・復興を迅速かつ的確に進めるための基礎資料を作成することを目的と

して実施します。皆さまのご協力をよろしくお願いします。 

 

■調査内容と個人情報の取り扱いについて 

• 世帯情報、家屋状況、避難行動、健康や福祉、生活状況、今後の見通し、不安・心配ごと、をお聞きします。 

• 調査で得た個人情報は当調査の分析にのみ用い、他では使用しません 

• 調査票および調査データは当法人および人吉市が厳重に保管します 

• 調査後、人吉市からお問合せや訪問をさせていただく場合があります 

• お答えいただいた内容は、個人情報保護条例等の範囲で、人吉市や生活再建支援等を行う団体（社会福祉協
議会等）と共有する場合があります 

 

• 上記の内容について、調査委員から必要十分な説明を受けました 

• 調査に同意・協力します 

ご署名 

 

 

 

1． 世帯情報             （日中連絡がとれる電話番号） 

住 所 
（住民票） 

 
 
 

世帯主 
氏名 

 連絡先  

現在の居所 
〇自宅（住民票住所）  〇避難所  〇仮設住宅  〇みなし仮設  〇親族・知人宅 

〇その他（                      ） 

世帯人数 〇1人世帯  〇２人世帯  〇３人世帯  〇４人世帯  〇５人以上の世帯 

世帯の様子 

（複数回答可） 

□高齢者（65歳以上）がいる  □高齢者のみで居住  □訪問介護・訪問看護の利用必要   

□障害福祉サービスの利用が必要  □乳幼児・妊産婦がいる   □小・中・高校生がいる 

□外国人がいる  □医療機器（人口呼吸器・在宅酸素等）の使用 

□医療的ケア（人工透析・ｲﾝｼｭﾘﾝ注射等）が必要 □要配慮食（アレルギーや減塩食等）が必要 

要配慮者の

属性 

（続柄、年齢、性別、要配慮事項を人数分記入） 

その他 

記入欄 

 

 

 

 

令和 2年 7月豪雨（人吉市） 

1 

調査(2)

（作成）ダイバーシティ研究所
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調査(2)［参考］オンライン版・調査票の構成と入力画面

（作成）ダイバーシティ研究所

【資料５】令和2年7月豪雨 被災世帯実態把握調査結果
・自治体単位の必要な支援の総量評価（アセスメント）（右）
・世帯単位のアセスメント（左）

12

• どういう状態の世帯がどの
くらい存在するか

• ある被災世帯が状態がど
こにあるか

• ある世帯がどの様な状態か

調査(2)

（作成）ダイバーシティ研究所
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13

日常生活・住まいいずれかまたは両方の支援が必要な世帯が全体の63.8%（401世帯）

同じ地域内でも支援ニーズの傾向が異なる世帯が混在している
⚫ 浸水高が同じ地域内でも、世帯構成（高齢者のみ等）や住まい方（自宅で商売をしている等）によって今後の見通しや

住まい再建の目処に差が出ている
⚫ 世帯毎の支援に加えコミュニティ形成など面的なまちづくりへの支援が必要と考えられる

228世帯
36.2%177世帯

28.1%

110世
帯

17.5%

114世帯
18.1%

生活再建可能世帯日常生活支援世帯

住まいの再建支援世帯日常生活・住まいの
再建支援世帯

赤：日常生活・住まいの再建支援世帯
ｵﾚﾝｼﾞ：住まいの再建支援世帯
ピンク：日常生活支援世帯
緑：生活再建可能世帯

回収率：629件
18.9％

調査(2)【資料６】令和2年7月豪雨 被災世帯実態把握調査結果
人吉市：被災世帯の必要支援内容別集計結果と空間配置

（作成）ダイバーシティ研究所

14

日常生活・住まいいずれかまたは両方の支援が必要な世帯が全体の58.7%（544世帯）

住まいに被害がない世帯でも発災後に生活に変化が生じており支援が必要な状況に
⚫ 駅周辺など生活インフラが集中していた地区が被災したため、被災していない世帯でも買い物に困っていたり、就学期の子ど

もがいる世帯では子どもの教育に悩みがあるなど、復興計画の策定と当面の移動支援が急がれる

382世帯
41.3%274世帯

29.6%

120世
帯

13.0%

150世帯
16.2%

生活再建可能世帯日常生活支援世帯

住まいの再建支援世帯日常生活・住まいの
再建支援世帯

赤：日常生活・住まいの再建支援世帯
ｵﾚﾝｼﾞ：住まいの再建支援世帯
ピンク：日常生活支援世帯
緑：生活再建可能世帯

回収率：926件57.7％

調査(2)【資料７】令和2年7月豪雨 被災世帯実態把握調査結果
八代市：被災世帯の必要支援内容別集計結果と空間配置

（作成）ダイバーシティ研究所
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［参考］被災者生活実態調査の位置付けと実施時期

15

7月 8月 9月 10月 11月・・・・・

7月4日 豪雨により球磨川が氾濫

緊急対
策期

応急対
策期

復旧・復興対策期 復興支援期

避難生活から生活再建支援へ移行

罹災世帯数（県発表）

人吉市 6,117世帯
八代市 350世帯

避難者数最大
（7月11日）
人吉市 1,163人
八代市 311人

• 巡回訪問、情報提供
• 住まいの相談
• 相談事業、健康支援
• コミュニティ再生、サロン活動
• 就労支援 ・・・・・

【被災者生活実態調査】

地域支え合い
センター設置

支援対象：
・仮設団地
・みなし仮設入居者
・在宅避難者 等

支援対象世帯数（10月末時点推計値）

人吉市 2,000世帯（在宅1,400世帯）
八代市 550世帯（在宅400世帯）

⚫ 必要となる支援施
策の立案・準備

⚫ 支援対象世帯
確定の補助

⚫ 地域支え合い
センター活動の
基礎情報

調査(2)

（作成）ダイバーシティ研究所

事例

https://www.pref.tottori.lg.jp/secure/
1160907/seikatufukkoureaflet.pdf

調査(3)

鳥取県発行の「生活復興支援」普及用リーフレット
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2016.10.21 鳥取県中部地震（震度6弱）住家被害 15,408棟（全壊18/半壊312/一部損15,078）
10.24 ｢鳥取県被災者住宅再建等支援条例」 適用を決定（条例制定後初）

└→損壊率10％以上に上限30万円、10％未満に「被災者住宅修繕支援金」支給

2017. 1.13 ｢第1回 鳥取県中部地震 復興会議」開催
3.31 倉吉市災害ボランティアセンター 閉所（屋根にブルーシートをかける高所作業の需要残る）

4. 1 震災復興活動支援センター 開設 （鳥取県委託事業 / とっとり県民活動活性化センター内に設置）

5月~ 支援団体「縁」の活動再開

2021.2月現在､140世帯を｢生活復興支援事業｣対象として確認（104世帯・支援完了、36世帯・支援継続中）

（作成）震災復興活動支援センター、関西大学・菅

2000.10. 6 鳥取県西部地震
10.17 ｢住宅復興補助制度｣を創設 →人口流出回避

2001. 7. 6 ｢鳥取県被災者住宅再建等支援条例」 →2007から、支援基金積み立て開始

2018. 1.18 知事が定例記者会見で「災害ケースマネジメント」導入に向けて｢生活復興支チーム」作りを宣言
4. 1    「鳥取県防災及び危機管理に関する基本条例」一部を改正→生活復興支援体制を明文化

2018. 5月~ ｢鳥取県中部地震 生活復興支援事業」開始
└→修繕支援制度等に｢未申請」だった974世帯に｢支援制度の再周知と申請｣を勧める連絡
└→無反応の481世帯に被害状況調査を開始（訪問･目視）
└→随時｢ケース会議」を開催（3町１市で合計13回）

2018. 6月~ 生活復興支援チームによる相談と対応

2019.3~4 支援内容の拡充（屋根修繕促進支援事業の創設、ブルーシートは張りの補助最大10→30万円に増額など）

調査(3)【資料８】 鳥取県版災害DCM事例調査：実施に至る経緯

① 訪問活動（聞き取り調査）

18

②「生活復興支援 対象世帯リスト」の作成

③「ケース検討会議」の実施

④「生活復興プラン」の作成

⑤「生活復興支援チーム」（専門家等）の派遣

鳥取県中部地震での「災害ケースマネジメント」手法の流れ

［参考］生活復興プランの作成と多職種連携に基づくケース支援体制 調査(3)

（提供）震災復興活動支援センター
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「地震以来、床が陥没し始めている。
『家全体が傾いている可能性もある』
と言われた・・・
この家で、いつまで暮らせるのか・・
とても不安です」

80代後半の女性（視覚障がい）

市役所福祉課職員

鳥取県建築連合会会長

県職員（建築技師）

民生委員

「生活復興支援」に関わる関係者

震災復興活動支援センター

（提供）震災復興活動支援センター

調査(3)［参考］生活復興プランの作成と多職種連携に基づくケース支援体制

37,004世帯

15,974世帯

268世帯

①鳥取県中部の総世帯数
（倉吉市、三朝町、湯梨浜町、琴浦町、北栄町の

合計世帯数 /   平成28年 10月1日時点 )

140世帯

②罹災証明の発行数
（倉吉市、三朝町、湯梨浜町、琴浦町、北栄町の

合計発行部数 /   令和3年 2月1日時点 )

③ブルーシート確認数
（鳥取県中部総合事務所の「ブルーシート調査」の
結果で確認された棟数 /  平成30年10月31日時点 )

④支援対象の世帯数
（倉吉市、三朝町、湯梨浜町、琴浦町、北栄町の

合計世帯数 /   令和3年 2月1日時点 )

総世帯数の43％

総世帯数の0.7％ 総世帯数の0.4％
中部地震の「災害ケースマネジメント」

では自助互助共助の輪に「つながらない」

方々を主な対象として支援を行っている。

調査(3)

（作成）震災復興活動支援センター

【資料９】 鳥取県版DCMの事例調査
DCM事業による支援対象世帯の位置づけ
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21

［参考］「生活復興プラン」の様式と分析対象項目

位 置
世帯構成
社会関係

（支援対象になった経緯）

支援のプロセスに関する記録
・支援活動の内容
・関係組織との連携
・支援に対する反応

・・・
→支援者による評価
①すまい支援４段階
②くらし支援４段階

（作成）震災復興活動支援センター

調査(3)

倉吉市

（90世帯）

三朝町

（14世帯）

北栄町

（18世帯）

湯梨浜町

（17世帯）
琴浦町

（１世帯）

世帯
世帯

世帯

世帯

（37％）

（20％）

（14％）

（29％）

支援対象世帯の家族構成

調査(3)

（作成）震災復興活動支援センター
坪井塑太郎

【資料10】｢生活復興プラン」に基づく資料分析結果
DCM対象世帯の属性別・空間分析結果：家族構成
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作成協力：人と防災未来センターリサーチフェロー坪井塑太郎氏

倉吉市

（90世帯）

三朝町

（14世帯）

北栄町

（18世帯）

湯梨浜町

（17世帯）
琴浦町

（１世帯）

支援につながった経緯（きっかけ）

世帯

世帯

世帯

世帯

（53％）

（８％）

（30％）

（５％）
世帯

世帯

（２％）

（２％）

（作成）震災復興活動支援センター
坪井塑太郎

調査(3)【資料11】｢生活復興プラン」に基づく資料分析結果
DCM対象世帯の属性別・空間分析結果：支援につながった経緯

日常生活の再建に関する課題

住居の再建や修理に関する課題

作成協力：関西大学社会安全学部 菅准教授

①住居（タテ軸）

生活支援の必要性

住
居
支
援
の
必
要
性

①住居再建や修理の課題

②日常生活の再建の課題

のタテ・ヨコ２方向とそれぞれの

課題を解決する上での「自立性」

に応じて１４０世帯を４つに分類。

②くらし（ヨコ軸）

高

高 低

低

グループ①（32世帯 / 23％）

相談対応（支援）をしない
で自助で屋根の修理や住居再
建を進めることが出来た世帯

グループ②（34世帯 / 24％）

建築士や専門職と共に相談
対応して屋根の修理や住居再
建を進めることが出来た世帯

グループ③（20世帯 / 14％）

建築士や専門職の相談に加
えて、県の補助金制度を活用
して屋根修理が進んだ世帯

グループ④（23世帯 / 16％）

福祉課や社協の担当者など
と共に対応して、県の補助金
制度で屋根修繕を進めた世帯

通常の福祉サービス
による生活支援

通常の福祉と
災害時の対応
の連携で支援

「情報の支援」
自助と共助
による復興

「補助制度」等
災害時の支援
による対応

７％

23％

31％

39％

「生活復興支援事業」の支援対象140世帯に対して行なった支援活動の内容を、
「生活復興プラン」等を踏まえて、支援者が、各世帯の居住支援の必要度と生活・福祉支援の
必要度をそれぞれ4段階で評価した結果を「災害ケースマネジメントの世帯分類と基本的な支援方策」
を分類軸に合わせて整理

（作成）震災復興活動支援センター （協力）関西大学・菅研究室

１

２

３

４

４ ３ ２ １

調査(3)【資料12】 ｢生活復興プラン」に基づく資料分析
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A氏の事例

地
震

2016/10

支援センター初訪問
相談：屋根修繕、家
賃・生活費の工面

2018/6

復興支援隊「縁」による
屋根修繕実施

2018/11 2019/3

支援センターに相談
家族の同居、住宅の
購入などについて

2020/8

健康面で不安

2020/11

借家退去と新
居探し

Q.センターの印象は？
「好印象だった」
「不安はなかった」

Q.どう感じた？
「雨漏れが直ってあり
がたかった」

Q.どう感じた？
「相談できるだけで全然違う」
「〇県に帰ろうと思っていたけど、
今ではここで暮らしていきたい」

現
在

基礎情報
・50代女性で娘2人と息子と同居（母子家庭・5人家族）
・移住直後のため、相談相手がいなかった。

・支援により､生活状況は大きく変化｢話を聞いて
くれるだけで全然違う｣
・公的機関の利用方法を教えてもらい､自分なり
に問題を解決できるようになった。

・生活の細かいところまで支援→都市部で同じような支援を受けることは難しい
・震災復興活動支援センターに対する感謝の言葉が多かった
→孤立して、精神的にしんどい状況であったため、相談相手ができて、心の支えに

調査(3)【資料13】 「生活復興プラン」に基づく支援過程分析と聴取調査結果

（作成）震災復興活動支援センター、関西大学・菅研究室

B氏の事例

・業者の紹介や補助金により､屋根を修繕す
ることができて「助かった」「安心できた」
・ブルーシートがとれて「復興できた」「前
向きな気持ちになれた」
・今後も何か問題があればお願いしたい。

Q.どう感じた？
「早く直さないと。でも、
再建支援金だけでは全
てを直せない」

Q.センターの印象は？
「不安はなかった」
「天の助けだと思った」

Q.どう感じた？
「母屋は直せたが離れは
まだ」→「不安」「早く直
したい」

基礎情報
・60代前後の男性で、母と同居
・業者に修繕見積依頼→断られる。ブルーシートが剥がれてきている

地
震 現

在

2016/10

2018/7 2019/9

・母屋の修繕見積もり
・母屋を再建支援金で修
繕→一部シートが残る

2019/9

補助金で母屋屋
根の葺き止め修
繕を進める

修繕作業 修繕工事完了

2020/8 2020/8

支援センター初訪問
相談：母屋・離れ・蔵の
雨漏れ、修繕の見積もり

・業者の紹介をしてくれない役場に対して「役に立たない」→ 公的支援に期待しなくなった
・住宅の修繕が進む = 生活環境の改善 → 心理的余裕ができる

調査(3)【資料14】 「生活復興プラン」に基づく支援過程分析と聴取調査結果

（作成）震災復興活動支援センター、関西大学・菅研究室
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